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別府市文化活動育成・奨励事業補助金交付要綱  

 

制定  平 成 １１ 年 ４ 月 １ 日 

別 府 市告 示 第 ２ ６ 号 

改正  平成１４年４月 1 日 

別 府 市告 示 第 ６ ０ 号 

平 成 １６ 年 ４ 月 １ 日 

別府市告示第１６０号 

平 成 １７ 年 ７ 月 １ 日 

別府市告示第１６３号 

平成２０年１０月６日 

別府市告示第２７７号 

平 成 ２２ 年 ７ 月 １ 日 

別府市告示第１９９号 

平成２４年３月３０日  

別府市告示第１１３号  

平成２６年３月３１日  

別府市告示第１２１号  

平成２９年３月３１日  

別府市告示第１３６号  

 

 （趣旨）  

第１条 市長は、本市の文化活動の活性化を図り、文化の薫るまちづくり

に資するため、予算の範囲内において、本市で文化活動を行っている団

体（以下「団体」という。）に対し、別府市文化活動育成・奨励事業補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、

別府市補助金等交付規則（平成２年別府市規則第５０号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 （補助対象団体）  

第２条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれに

も該当する団体とする。  
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 (1) 設立後１０年を経過しない団体又は市内に所在する学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１条に定める学校に所属する団体（第３条

において「学生団体」という。）であること。  

 (2) 本市で優れた文化活動を年間を通して行っており、構成員の４分の

３以上が別府市民である団体で、活動の拠点を別府市に置くものであ

ること。  

 (3) 補助金の交付を受けた後も継続して文化活動を行うと認められる団

体であること。  

 (4) 本市においてこの要綱に定める補助金以外の補助金等の交付を受け

ていない団体であること。  

 (5) 規約等が定められ、自主財源の確保に努めている団体であること。 

 (6) 営利活動、政治活動及び宗教活動を目的としない団体であること。 

 （補助対象事業）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、次に掲げる事業とする。  

 (1) 県予選等を経て出場資格を得た九州大会、全国大会、国際大会等で

国、都道府県又は市区町村が主催若しくは共催又は後援するものに出

場する事業  

 (2) 文化活動を広く市民に発表するために別府市内で大会、行事等を主

催する事業（過去に３回以上補助金の交付を受けた事業と同一と認め

られる事業を除く。ただし、学生団体が実施する事業については、こ

の限りではない。）  

 （補助対象経費）  

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、次のとおりとする。  

 (1) 前条第１号に掲げる補助対象事業にあっては、大会出場者の旅費及

び宿泊費とする。ただし、別府市職員等の旅費に関する条例（昭和２

６年別府市条例第４号）及び別府市職員等の旅費に関する条例施行規

則（昭和２８年別府市規則第３号）により算出した額を超えることが

できない。  

 (2) 前条第２号に掲げる補助対象事業にあっては、講師等に対する諸謝
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金及び旅費並びに使用料又は賃借料、消耗品費、印刷製本費、通信運

搬費及び雑役務費とする。  

 （補助金の額）  

第５条 第３条第１号に掲げる補助対象事業に対する補助金の額は、補助

対象経費の額（大会の主催者等から補助対象事業の費用の全部又は一部

の交付を受けた場合は、補助対象経費から当該交付を受けた額を差し引

いて得た額）に２分の１を乗じて得た額（１００円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てる。）とする。ただし、その額が３００，０００

円を超える場合は、３００，０００円とする。  

２ 第３条第２号に掲げる補助対象事業に対する補助金の額は、補助対象

経費の額と当該補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入を差し

引いて得た額とを比較して低い方の金額から前事業年度の決算剰余金額

に３分の１を乗じて得た額を減じて得た額に３分の１を乗じて得た額（１

００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とする。ただし、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。  

 (1) 参加人数（団体の構成員のうち補助対象事業に参加する人数をいう。

ただし、当該補助対象事業が複数日に及ぶ場合は、参加する人数が最

も多い日の人数とする。以下同じ。）が２０人未満  １００，０００円  

 (2) 参加人数が２０人以上３０人未満  １５０，０００円  

 (3) 参加人数が３０人以上４０人未満  ２００，０００円  

 (4) 参加人数が４０人以上５０人未満  ２５０，０００円  

 (5) 参加人数が５０人以上 ３００，０００円  

３ １の団体について、同一年度に第３条第１号に掲げる補助対象事業が

複数ある場合は、それぞれの補助対象事業に対して補助金を交付するも

のとする。ただし、交付する補助金の合算額が３００，０００円を超え

る場合は、３００，０００円を限度とする。  

４ １の団体について、同一年度に第３条第２号に掲げる補助対象事業が

複数ある場合は、複数ある補助対象事業のうち２の補助対象事業に対し

て補助金を交付するものとする。ただし、交付する補助金の合算額が３

００，０００円を超える場合は、３００，０００円を限度とする。  

５ １の団体について、同一年度に第３条第１号に掲げる補助対象事業及
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び同条第２号に掲げる補助対象事業のいずれもある場合は、それぞれの

補助対象事業に対して、前４項の規定に基づき補助金を交付するものと

する。ただし、交付する補助金の合算額が３００，０００円を超える場

合は、３００，０００円を限度とする。  

 （申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書（様式

第１号）に前事業年度の収支決算書及び活動報告書、役員・会員名簿、

規約等、事業計画書、収支予算書、第３条第１号に掲げる補助対象事業

の場合は出場を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市

長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。ただし、前

事業年度の収支決算書及び活動報告書、役員・会員名簿並びに規約等に

ついては、市長が添付を不要と認める場合は省くことができる。  

 （補助金の交付決定の通知）  

第７条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、規則第６条に定める補助指令書により、速

やかに通知するものとする。  

 （実績報告）  

第８条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた団体は、補助対象事業

の完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定の

あった年度の３月３１日のいずれか早い期日までに事業実績報告書（様

式第２号）に収支決算書、領収書の写し等支払を証明する書類、補助対

象事業の実施を証明する写真、新聞記事等その他市長が必要と認める書

類を添えて市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付）  

第９条 市長は、事業実績報告書を収受したときは、その内容を審査の上、

交付すべき補助金の額を確定し補助金を交付するものとする。  

 （補助金の返還）  

第１０条  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した

補助金の全部又は一部を返還させることができる。  

 (1) 補助金を他の用途に使用したとき。  

 (2) 規則、この要綱又は規則若しくはこの要綱に基づく市長の指示に違
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反したとき。  

 (3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

 （検査）  

第１１条  市長は、事業の遂行状況及び書類帳簿その他必要物件を実地検

査することができる。  

 （その他）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

   附  則（別府市告示第２６号）  

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

   附  則（別府市告示第６０号）  

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附  則（別府市告示第１６０号）  

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（別府市告示第１６３号）  

１ この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。  

２ 平成１７年４月１日から同年６月３０日までに実施された事業につい

ては、この要綱を適用する。  

   附  則（平成２０年１０月６日告示第２７７号）  

 この要綱は、告示の日から施行する。  

   附  則（平成２２年７月１日告示第１９９号）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

２ 改正後の別府市文化活動育成事業補助金交付要綱は、平成２２年度予

算に係る文化活動育成事業補助金から適用する。  

附 則（平成２４年３月３０日告示第１１３号）  

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２６年３月３１日告示第１２１号）  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の第３条第２号の規定の適用に当たっては、改正前の別府市文

化活動育成事業補助金交付要綱による補助金は、同号の補助金とみなす。  
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   附  則（平成２９年３月３１日別府市告示第１３６号）  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  


